
8　広報とりで 2020 年 6 月 1 日号

広報とりで
発行/取手市　編集/広報広聴課　〒302-8585茨城県取手市寺田5139
TEL 0297-74-2141 内線1141　FAX 0297-73-5995

ホームページ：https://www.city.toride.ibaraki.jp/
e-mail：info@city.toride.ibaraki.jp

広報とりでは、見やすく読み間
違えにくいユニバーサルデザイ
ンフォントを採用しています。

△

T O P I C S

学校生活などで不安になったら相談しよう
▶ こどもの電話相談（青少年センター、西 2-35-3）※保護者も可
☎ 72-8080 平日 9:00 ～ 16:00　ファクス：73-6868
メール：seishounensoudan ＠ city.toride.ibaraki.jp

▶ 子 育 て 相 談 ・いじめ相談（教育総合支援センター、戸
とがしら

頭 8-10-1）
※小・中学生や保護者対象。電話・メール相談、来所（事前予約制）
☎ 63-4755 
◎月・水・金曜日は 9:00 ～ 19:30、火・木曜日は 9:00 ～ 16:30（祝日除く）
メール：sogoshien ＠ city.toride.ed.jp

各種無料相談
※状況により月の途中から面談での相談を再開する場合があります。再開の際はホームページなどでお知らせします。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、6月1日現在面談での定期無料相談を休止していますので、電話での相談先をお知らせします。

発掘！
ほどよく
絶妙
とりで

vol.35�
昔なつかし昭和の風景
（取手駅編）
問 魅力とりで発信課☎内線1191

■町から市へ。市制施行を祝う！
　今から 50 年前の昭和 45 年（1970）10 月 1 日、県内 17 番目の市と
して取手市が誕生しました。当時の人口は4万 287人（第11回国勢調査）
でした。この市制施行を契機に、常磐線や大利根橋の再架橋など交通網の
整備が進みます。駅前東西地区の開発事業なども行われ、茨城県の南の玄
関口にふさわしい街として目覚ましい発展を遂げていくことになります。
　当時（昭和 45年）、常磐線取手駅東口駅前（写真①）や西口駅前（写真②）
には、10月 1日の市制施行を祝うための大きな塔が設置されました。
　駅舎は昭和 50年代前半まで、写真にあるように木造建築風で屋根が瓦
葺きなどレトロな風情を醸し出しており、東口側を主な改札口として利用
していました。懐かしい風景として今でも記憶に残っている方もいるかと
思います。
　その後も時の経過とともに歩道が確保され、公衆電話が設置されるなど、
駅前の光景も変化を遂げていきました。また、駅舎右後方の西口駅前側に
は商業ビル（現在解体中）が建設されているのが見られます。半世紀前の
駅前の様子は、待機中の乗用車の形式が時代を物語っています。（写真③）
　東口駅舎は常磐線の複々線化工事に伴い、現在の形に改築されました。
完成後の昭和 55（1980）年には取手駅構内の東西連絡地下道が開通しま
した。駅舎後方には昭和 63（1988）年オープンした駅ビル「ボックスヒ
ル取手」（現アトレ取手）の建築工事中の様子が映っています。（写真④は
昭和 61年頃）
　一方、駅西口は市制施行当時、平屋の駅舎（写真⑤）で、改札口からは
関東鉄道常総線や高架で結ばれた常磐線の各ホームを利用していました。
その後、駅周辺には商業ビルや銀行がオープン。高層マンションも建設さ
れ、駅周辺のまちづくりが進められていきました。
（次回は昭和時代の取手駅東口駅前の街の風景を紹介します）

写真②西口（45 年）

写真③東口（40 年代後半）

写真④東口改築後（61 年頃）

写真⑤西口木造駅舎（40 年代前半）

写真①東口の塔（昭和 45 年）

日時（6 月） 相談先

法律相談

① 10 日（水）
② 17 日（水）
※予約が必要です。定員に
なり次第締め切ります。

■予約の受け付け（電話のみ）
① 3 日（水）9:00 ～
② 11 日（木）9:00 ～
広報広聴課市民相談室☎内線
1146
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平日　9:00 ～ 17:00 法テラス・サポートダイヤル
☎ 0570-078374

司法書士相談 毎火曜 16:00 ～ 18:00
茨城司法書士会
☎ 029-212-4500
☎ 029-212-4515
☎ 029-306-6004

人権相談 平日 8:30 ～ 17:15 水戸地方法務局龍ケ崎支局
☎ 64-2607

行政相談 平日 8:30 ～ 17:00 総務省茨城行政監視行政相談セン
タ ー☎ 0570-090110

社会保険労務士相談 平日 11:00 ～ 14:00 全国社会保険労務士会連合会
☎ 0570-07-4864

行政書士相談 毎木曜 13:30 ～ 16:30 茨城県行政書士会（市民相談セ
ンター）☎ 029-305-3731

消費生活相談 平日 9:00 ～ 16:00 消費生活センター☎ 72-5022

家庭児童相談 平日 9:00 ～ 16:00 子育て支援課☎内線 1351

日時（6 月） 相談先

ドメスティック・バイ
オレンス（DV）相談 平日 9:00 ～ 16:00 子育て支援課☎内線 1351

社会福祉協議会
心配ごと相談

毎水曜 13:00 ～ 16:00
所 福祉会館（市民会館隣）相談専用☎ 74-6644

問 （社福）市社会福祉協議会藤代支所
☎ 83-7341第1・3 木曜13:00～16:00

所 藤代庁舎 3 階

警察の相談ダイヤル ☎ 03-3501-0110 ／ #9110（プッシュ回線固定電話・携帯電話）


